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１ 概  要 

  
当保健所は、安房郡市４市町｛面積５７５.９ｋ㎡（令和６年４月１日現在） 人口１１５，６５４人（令和６年４月１日 

現在）｝を管轄している。管内面積は県下１３保健所の中で、君津、印旛に次いで３番目の広さであるが、管内人口は、夷

隅、香取に次いで３番目に少ない。 
 管内人口（２ページ参照）は減少傾向にある。年齢３区分別の人口構成（３ページ参照）では、年少人口割合、生産年齢

人口割合ともに千葉県全体と比較して低く、老年人口割合（高齢化率）は４３．１％と夷隅地域に次いで２番目に高い数値

となっている。５歳階級別の人口構成（４ページ参照）では、生産年齢人口５６，５０１人のうち５０歳以上が４割を占め

ている状況である。 
 当保健所管内は、温暖な気候から観光業が盛んで、年間を通じて多くの観光客が訪れる。旅館・民宿等の宿泊施設やレジ

ャー施設も多く、食品衛生・環境衛生対策を推進している。 
 また、平成２３年３月１１日の東日本大震災から約１４年が経過したが、その後も令和元年９月に台風１５号が安房地域

に甚大な被害をもたらすなど、「これまでに経験したことのないような」自然災害が国内で相次いでおり、市や町をはじめ

とする関係機関と協働して災害医療対策に取り組んでいる。 
 新型コロナウイルス感染症については、令和５年５月８日に「５類感染症」へ移行したことに伴い、患者数は全数把握か

ら定点把握になった。保健所では、毎週メールマガジンを通じて、管内市町、医療機関等に管内の発生状況を情報提供する

とともに、施設内で集団発生があった場合の対応や後遺症に関する相談業務を行っている。 
 さらに、住民ニーズの多様化や児童虐待・ドメスティックバイオレンス（ＤＶ）問題等、地域の保健・福祉を取り巻く   

状況は高度化、複雑化していることから、相談者の事情に応じたきめ細かな相談活動を実施している。 
 以上のような取り組みをはじめ、地域における公衆衛生や地域保健福祉の増進に向け、職員の研鑚はもとより関係機関と

連携し事業を推進している。 
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２　管内人口の年次推移

年別 総 数 男 女

昭和40年 158,865 83,965 74,900

昭和45年 169,661 81,135 88,526

昭和50年 168,264 80,688 87,576

昭和55年 165,911 79,663 86,248

昭和60年 163,190 78,346 84,844

平成2年 157,365 75,240 82,125

平成7年 152,179 72,511 79,668

平成12年 146,740 69,740 77,000

平成17年 141,543 67,135 74,408

平成22年 140,297 67,047 73,250

平成27年 132,451 63,444 73,250

令和2年 123,349 59,329 64,020

令和3年 121,554 58,530 63,024

令和4年 119,542 57,582 61,960

令和5年 117,723 56,686 61,037

令和6年 115,654 55,684 59,970

資料：千葉県年齢別・町丁字別人口（登録人口）（令和６年４月１日現在）
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３　管内人口の年齢構成（年齢３区分別）

％ ％ ％

千葉県 6,308,398 709,203 11.2 3,857,172 61.1 1,742,023 27.6

管内合計 115,654 9,352 8.1 56,501 48.9 49,801 43.1

館山市 43,839 3,843 8.8 22,191 50.6 17,805 40.6

鴨川市 30,501 2,566 8.4 15,810 51.8 12,125 39.8

南房総市 34,519 2,545 7.4 15,491 44.9 16,483 47.8

鋸南町 6,795 398 5.9 3,009 44.3 3,388 49.9

資料：千葉県年齢別・町丁字別人口（登録人口）(令和６年４月１日現在)
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（人） （人）

　資料：千葉県年齢別・町丁字別人口（登録人口）（令和６年４月１日現在）

４　年齢５歳階級別人口構成図
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５　機構並びに事務内容
　　　　　　　　　　　　　　　　（令和6年10月31日現在）　　　

1.  人事，給与，歳入，歳出，庁舎管理，福利厚生等庶務に関すること

2.  医療法，医師法，歯科医師法及び歯科衛生士法に関すること

3.  あん摩マッサ－ジ指圧師，はり師，きゅう師等に関する法律及び柔道整復師法

   に関すること

4.  診療放射線技師法，歯科技工士法，臨床検査技師等に関する法律，理学療法士

5名    及び作業療法士法及び視能訓練士法に関すること

5.  死体解剖保存法に関すること

6.  医薬品医療機器等法，毒物及び劇物取締法，覚醒剤取締法，麻薬及び向精神薬

　 取締法，採血及び供血あっせん業取締法及び薬剤師法に関すること

7． 献血の推進に関すること

8.  保健師，助産師，看護師，栄養士等の身分に関すること

9.  地域保健の総合的推進に係る調査，研究及び企画調整に関すること

センター長 10. 保健，医療及び福祉に関する総合相談窓口に関すること

 (兼)保健所長(技) 11. 保健，医療及び福祉に関する情報の収集，整理及び活用に関すること

　　1名 12. 人口動態調査等衛生統計及び調査に関すること

13. 広報及び啓発に関すること

14. 災害対策に関すること

副センター長 1.  保健師事業に関すること

 (兼)次長(事) 2.  母子保健対策に関すること

副センター長 3.  成人保健対策及び老人保健対策に関すること

 (兼)次長(技) 4.  難病対策に関すること

副センター長 5.  肝炎対策に関すること（医療費助成関係）

 (兼)次長(技) 　10 名 6.  歯科保健対策に関すること

  (鴨川地域保健センター) 7.  母体保護法に関すること

　　3名 8.  健康増進法に関すること

9.  調理師法に関すること

10. 精神保健及び精神障害者の福祉に関すること

1.  児童福祉法，老人福祉法，身体障害者福祉法，知的障害者福祉法に関すること

2.  児童扶養手当及び特別児童扶養手当等各種福祉手当に関すること

3.  母子寡婦福祉に関すること

4.  介護保険に関すること

　5名(1) 5.  家庭児童の相談指導，ＤＶ相談に関すること

6.  生活保護法に関すること

7.  行旅病人及び行旅死亡人取扱法に関すること

1.  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の施行に関すること

2.  予防接種法の施行に関すること

3.  原子爆弾被害者に対する援護に関する法律の施行に関すること

4.  食品衛生法及び食品表示法（アレルゲン、消費期限、添加物等の表示に係る
　　ものに限る）の施行に関すること

13名(1) 5.  製菓衛生師法の施行に関すること

6.  ふぐの取扱い等に関する条例の施行に関すること

7.  狂犬病予防法の施行に関すること

8.  動物の愛護及び管理に関する法律の施行に関すること

9.  千葉県動物の愛護及び管理に関する条例の施行に関すること

10. 理容師法、興行場法、旅館業法、公衆浴場法、クリーニング業法及び美容師
　　法の施行に関すること

11. 水道法（水質基準並びに専用水道及び簡易専用水道に係るものに限る）の
　　施行に関すること

12. 千葉県小規模水道条例の施行に関すること

13. 温泉法の施行に関すること

14. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の施行に関すること

15. 化製場等に関する法律の施行に関すること

16. 遊泳用プールの衛生に関すること

17. 飲用井戸等の相談及び指導に関すること

   18. 住居衛生に関すること

19. 住宅宿泊事業法の施行に関すること

20. 健康危機対策（感染症、食中毒）に関すること

1.  細菌検査に関すること

2.  臨床検査に関すること

3名 3.  食品衛生検査に関すること

4.  精度管理事業に関すること

1.  食品衛生法の施行に関すること

2.  食品監視計画に関すること

3名 3.  食品収去計画に関すること

4.  食品監視業務に関すること

12名

注１　（）は兼務職員を再掲
注２　臨時的任用職員、育休任期付職員を含む（育休中職員含めず）

総務企画課の企画関係，地域福祉課・検査課の業務を除く全ての業務

鴨川地域保健センター

地域保健課

総務企画課

健康生活支援課

検査課

食品機動監視課

地域福祉課
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セ
ン
タ
ー

長

副
セ
ン
タ
ー

長

総
務
企
画
課

検
査
課

食
品
機
動
監
視
課

1 2 5 10 5 (1) 13 (1) 3 3 42 (2)

- 1 4 1 5 (1) - - - 11 (1)

1 1 1 9 - 13 (1) 3 3 31 (1)

- - - - - - - - 0

医師 1 - - - - - - - 1

獣医師 - - - - - 2 - - 2

薬剤師 - - 1 - - 2 - 2 5

保健師 - 1 - 5 - 2 - - 8

看護師 - - - - - 2 - - 2

管理栄養士 - - - 2 - - - - 2

臨床検査技師 - - - - - 1 3 1 5

診療放射線技師 - - - - - 1 (1) - - 1 (1)

その他の技師 - - - 2 - 3 - - 5

再　掲

〔薬事監視員〕 1 - 1 - - - - - 2

〔食品衛生監視員〕 1 - - - - 5 - 3 9

〔環境衛生監視員〕 1 - - - - 7 - - 8

センター長 1 - - - - - - - 1

副センター長 - 2 - - - - - - 2

課長 - - - 1 1 1 1 1 5

副主幹 - - - - - 1 1 - 2

主査 - - - 1 1 (1) - - - 2 (1)

上席専門員 - - - 1 - 1 - - 2

副主査 - - - - 1 - - - 1

主任保健師 - - - - - 1 - - 1

専門員 - - - - - 3 (1) - 1 4 (1)

主任技師 - - - - - - - - 0

技師 - - 1 4 - 4 1 1 11

主事 - - 4 1 2 1 - - 8

精神保健福祉相談員 - - - 2 - - - - 2

主任動物指導員 - - - - - 1 - - 1

注２　臨時的任用職員、育休任期付職員を含む（育休中職員含めず）

注１　(　)は兼務職員を再掲
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副
セ
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タ
ー

長

総
　
　
務

生
活
衛
生

1 2 5 5 13

- 1 - - 1

1 1 5 5 12

- - - - 0

獣医師 - - - 1 1

薬剤師 - 1 - 1 2

保健師 1 - 4 - 5

看護師 - - - - 0

管理栄養士 - - 1 - 1

臨床検査技師 - - - 1 1

診療放射線技師 - - - - 0

その他の技師 - - - 2 2

再　掲

〔薬事監視員〕 - 1 - - 1

〔食品衛生監視員〕 - - - 2 2

〔環境衛生監視員〕 - - - 4 4

副センター長 1 - - - 1

副主幹 - - - - 0

主査 - - - - 0

上席専門員 - - - 1 1

副主査 - 1 - - 1

主任保健師 - - 2 - 2

専門員 - - - 1 1

主任技師 - 1 1 - 2

技師 - - 2 1 3

主事 - - - 1 1

精神保健福祉相談員 - - - - 0

主任動物指導員 - - - 1 1

注１　臨時的任用職員を含む（育休中職員含めず）
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(令和6年10月31日現在）
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　職員数（鴨川地域保健センター）
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７  各課の事業概要及び実績 
 
 

 
 

 

（１）総務企画課 
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   １ 医務・薬務 
            課名  総務企画課 （令和６年１０月３１日現在）  

事 業 名 当 年 度 の 事 業 計 画 左 の 実 績（進 捗 状 況） 
 
医療機関立入検査事業 

 
 
 
 
 
 
 

 
医療法第２５条の規定による医療施設の立入検査等 

 
１ 病院については、年１回全施設（１６病院）を実施する。 

 
２ 有床診療所等については、５年に１度の計画で立入検査を 
実施し、他の施設については、新規開設時及び随時に立入検 
査を実施する。     

  

 
７施設の立入検査を実施した。（未実施の９病院に対する立入検査は 

令和６年１１月から１２月に実施予定。） 
 
 
有床診療所等に対する立入検査は、令和６年１２月～令和７年２月に

実施予定。 
 

 
薬事監視指導事業 

 
 
 
 
 
 
 
薬物乱用防止事業 

 
 
 
 
 
 
 
献血推進事業 

 
 

 
１ 医薬品医療機器等法第６９条に基づき、薬局，医薬品販売業，

高度管理医療機器販売・貸与業等に対し、年１回立入検査を実

施する。 
 
２ 毒物及び劇物取締法第１８条に基づき、毒物劇物販売業者に

対し、年１回立入検査を実施する。 
 
 
１ 不正大麻・けし撲滅運動を実施し、不正「大麻」及び「けし」

を除する。 
 
２ 千葉県薬物乱用防止指導員安房保健所地区協議会を開催し、

 薬物乱用防止のため広報活動を推進する。 
 
 
 
  全ての血液製剤等を献血により確保するとともに、血液製剤の 
安定的な供給体制の確立のため、市町・関係団体と連携を保ち、 
目標数確保に努める。 

 

 
１１３施設（立入検査施設数１２０施設のうち業務上取扱施設７施設

は除く）の立入検査を実施し、６５施設に違反があった。 
                   （詳細１１ページ） 
 
４４施設の立入検査を実施し、１４施設に違反があった。 

                   （詳細１２ページ） 
 
 
 令和６年４～５月に、法律で栽培が禁止されている「けし」を 
１,５４７本抜去した。 

 
令和６年５月に安房合同庁舎で地区協議会を開催した。 
令和６年６月に薬物乱用防止指導員の協力のもと街頭啓発活動を行っ

た。 
 

 
献血目標に対する達成率 
２００ml献血 ６１% 
４００ml献血 ９６%   （詳細１３ページ） 
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　医務薬務関係施設数

病
　
　
　
院

一
　
　
般
　
　
診
　
　
療
　
　
所

歯
　
　
科
　
　
診
　
　
療
　
　
所

助
　
　
産
　
　
所

あ

ん

摩

・

は

り

・

き
ゅ

う

師

施

術

所

柔

道

整

復

師

施

術

所

歯
　
　
科
　
　
技
　
　
工
　
　
所

計

薬
　
　
　
局

店
　
　
舗
　
　
販
　
　
売
　
　
業

卸
　
　
売
　
　
販
　
　
売
　
　
業

薬

種

商

販

売

業

医

薬

品

製

造

業

等

高

度

管

理

医

療

機

器

販

売

・

貸

与

業

業

務

上

取

扱

施

設

計

毒

物

劇

物

製

造

業

毒

物

劇

物

販

売

業

業

務

上

取

扱

施

設

計

館 山 市 5 43 24 2 31 16 12 133 33 14 3 0 0 30 133 213 0 24 0 24

鴨 川 市 7 18 9 1 21 12 7 75 16 11 6 0 0 22 75 130 0 18 0 18

南 房 総 市 3 23 12 3 19 9 10 79 17 8 0 0 0 8 79 112 0 11 0 11

鋸 南 町 1 4 4 0 5 2 0 16 3 2 0 0 0 0 16 21 0 3 0 3

計 16 88 49 6 76 39 29 303 69 35 9 0 0 60 303 476 0 56 0 56

毒　物　劇　物

課名　　総務企画課　　（令和６年１０月３１日現在）

　
　　種　別

 
 市　町

医　　　　　　療 薬　　　　　　　　　　事
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　薬事監視状況

無

許

可

業

無

許

可

品

虚

偽

誇

大

広

告

等

毒

劇

薬

の

譲

渡

毒

劇

薬

の

貯

蔵

陳

列

処
方
せ
ん
医
薬
品
譲
渡
記
録
等

構

造

設

備

の

不

備

販

売

体

制

等

の

不

備

薬
局
等
の
管
理
者
に
係
る
違
反

そ
　
　
の
　
　
他

計

行

政

処

分

始
　
　
末
　
　
書

誓
　
　
約
　
　
書

報
　
　
告
　
　
書

説
　
　
　
諭

指
　
　
　
導

計

薬    　  局 45 31 2 1 2 25 15 45 31 31

店 舗 販 売 業 24 17 1 6 1 7 14 29 1 17 18

卸 売 販 売 業 2 1 1 1 1 1

薬 種 商 販 売 業 0 0

医 薬 品 製 造 業 等 0 0

高 度 管 理 等 医 療 機 器
販 売 ・ 貸 与 業 42 16 20 20 16 16

業 務 上 取 扱 施 設 7 0 0

計 120 65 1 0 0 0 0 2 7 3 53 29 95 0 1 0 0 0 65 66 0

課名　　総務企画課　　（令和６年１０月３１日現在）

 
　　　　　　区　　分

　種　　別

違

反

施

設

数

立

入

検

査

施

設

数

違　　　反　　　理　　　由 告

発

件

数

措　　　置　　　件　　　数
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　毒物劇物監視状況

無

登

録

・

無

届

業

者

登

録

基

準

取

扱

責

任

者

貯

蔵

陳

列

場

所

貯

蔵

陳

列

場

所

の

表

示

譲

渡

交

付

手

続

そ
　
　
の
　
　
他

計

行

政

処

分

始
　
　
末
　
　
書

誓
　
　
約
　
　
書

報
　
　
告
　
　
書

説
　
　
　
諭

指
　
　
　
導

計

薬　　　　局 7 2 2 2 2 2

医 薬 品 販 売 業 4 1 1 1 1 1

農 業 協 同 組 合 17 2 1 1 2 2 2

種　　　苗　　　店 7 4 1 1 3 5 4 4

そ　　　の　　　他 9 5 1 1 4 6 5 5

業 務 上 取 扱 施 設 0 0

計 44 14 0 0 1 4 1 9 1 16 0 0 0 0 0 14 14 0

課名　　総務企画課　　（令和６年１０月３１日現在）

 
　　　　　　区　　分

　種　　別

立

入

検

査

施

設

数

違

反

施

設

数

措　　　置　　　件　　　数 告

発

件

数

違　　　反　　　理　　　由
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　管内市町別献血状況一覧

２００ｍｌ献血 ４００ｍｌ献血 ２００ｍｌ献血 ４００ｍｌ献血 ２００ｍｌ献血 ４００ｍｌ献血

館 山 市 8 773 17 543 47% 142%

鴨 川 市 7 208 12 392 58% 53%

南 房 総 市 9 251 10 317 90% 79%

鋸 南 町 1 30 2 57 50% 53%

計 25 1,262 41 1,309 61% 96%

課名　　総務企画課　　（令和６年１０月３１日現在）

　
　　　　　 区  分

　市　町

実　　　　　　績 目　　　　　標 達　成　率
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 ２ 企画 

                                                                              課名  総務企画課 （令和６年１０月３１日現在）   

事 業 名 当 年 度 の 事 業 計 画 左 の 実 績（進 捗 状 況） 
 

地域保健の総合的推進に 

関する企画調整 
 
 
 

 

 

 

 

 

調査・研究の推進 
 
 
 
 
 
情報の収集・整理及び提供 

 

１ 安房健康福祉センター運営協議会の開催 
地域保健法第１１条に基づき、所管区域内の地域保健 
及び保健所運営に関する事項の審議を行う。 
 

２ 安房地域保健医療連携・地域医療構想調整会議の開催 
    県保健医療計画の改定や地域医療構想等の保健医療 

施策について関係者が協議を行う。 
 

 
 
１ 保健統計調査 

（１）病院報告の実施 
（２）医療施設動態調査 

（３）国民生活基礎調査 

（４）世帯動態調査 

 

１ 人口動態調査(指定統計調査)の実施 

 
２ 事業年報及び安房保健所だより（年２回）の発行 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

３ ホームページ及び総合相談窓口による情報の提供 

   
令和７年１月１７日（金）開催予定 

 
 
 
  第１回：令和６年８月２１日（水）開催  
第２回：令和７年２月２６日（水）予定 

 

 

 

 

 

（１）病院等１６施設        毎月実施 

（２）全医療施設          毎月実施 
（３）２地区（鴨川市、南房総市）  ６月実施 

（４）１地区（南房総市）      ７月実施 

 
毎月実施 

  
事業年報 令和５年度版  

令和６年１２月にホームページに掲載予定 
 

安房保健所だより  

第５５号 令和６年８月発行 
第５６号 令和７年２月発行予定 

発行部数  ５，０００部 
配布方法  管内市町への配布、公共機関や医療機関の 

         窓口等での配布 
 

ホームページを随時更新 
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課名  総務企画課 （令和６年１０月３１日現在）  

事 業 名 当 年 度 の 事 業 計 画 左 の 実 績（進 捗 状 況） 
 

 
地域保健従事者等への研修 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

１ 看護学生等の実習 
   

保健師、管理栄養士等を目指す学生実習の受入れを行う。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 研修医の研修 

 
 
 
 
 

  
  
（令和６年１１月以降の実習日は開催予定） 
 
 合同オリエンテーション 

前期：令和６年４月１６日（火） １９名 

後期：令和６年９月１９日（木） １０名 
  

千葉大学 看護学部  

令和６年５月２０日、２１日    ２日間×１班 ６名 

令和６年１１月１８日、１９日   ２日間×１班 ７名 

令和６年１２月９日、１０日    ２日間×１班 ７名 

令和７年１月２０日、２１日    ２日間×１班 ６名 

 

亀田医療大学 看護学部 

 令和６年１０月２日、３日    ２日間×１班 ５名 
令和６年１０月９日、１０日   ２日間×１班 ５名 

 

和洋女子大学 家政学部         ２日間×１班 ３名 
令和６年１１月２６日、２７日 

 

 

実施予定なし 
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   課名  総務企画課 （令和６年１０月３１日現在）  

事 業 名 当 年 度 の 事 業 計 画 左 の 実 績（進 捗 状 況）  
 

地域防災対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

危機管理対策 

 

１ 災害医療体制の整備 

  千葉県災害医療救護計画に定められている災害医療体制の 

  整備を図る目的で関係機関との会議や研修を実施している。 

 

（１） 関係機関との会議や研修の実施 

     ・安房地域災害医療担当者会議 

 

 

 

・安房地域災害医療対策会議 

 

 

 

 

・安房地域災害担当者等研修会 

 

 

    

 

 

（２） 管内市町の災害医療対策会議への参加 
 
 

（３） 災害用備蓄医薬品・医療資材の備蓄 
 

 

２ 千葉県災害対策本部安房支部運営要綱に基づく体制整備 

 

 

１ 情報伝達訓練の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年８月５日（月）開催 

会場：安房合同庁舎 

管内３市１町の災害医療担当者が参加。 

 

令和６年１１月１４日（木）予定 

会場：千葉県南総文化ホール 

災害拠点病院や地域災害医療コーディネーターを含む 

関係機関の参加を予定。 

 

令和６年１２月５日（木）予定 

会場：亀田総合病院 

基幹災害拠点病院である亀田総合病院との共催により 

管内医療機関、社会福祉施設、行政機関、夷隅保健所等

の参加を予定。 

 

鴨川市災害医療検討会議への出席 

令和６年８月９日（金） 

 

 年３回入れ替えを実施 

（安房健康福祉センター、鴨川地域保健センター） 

 

配備体制表等の作成 

 

 

令和６年４月１８日実施（第１回） 

 令和６年８月２１日実施（第２回） 
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（２）地域保健課 
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 １ 保健事業・医療費助成 
                                      課名  地域保健課   （令和６年１０月３１日現在）   

事 業 名 当 年 度 の 事 業 計 画 左 の 実 績（進 捗 状 況） 
  
保健師関係指導事業 

 
保健師就業状況       ６０ 人 

安房保健所   １５ 人 
管内市町    ４５ 人 

  
１ 看護管理者研修 

  
２ 管内保健師現任教育 

 
 
 
 
 ３ 所内保健師研究会 
 
 
 
 
  
４ 市町保健活動支援事業 

 
保健所 （副センター長２、地域保健課６、健康生活支援課３、 

鴨川地域保健センター４） 

市 町 （館山市１５、鴨川市１２、南房総市１５、鋸南町３） 
 
看護管理者研修会   実施予定なし 

 

 令和６年度管内保健師業務連絡研究会     令和６年５月２８日実施 

                       令和６年１０月１１日実施 

                       令和６年１０月２９日実施 

統括的立場にある保健師連絡会議       令和６年１０月２９日実施 

 

 随時開催（７回開催） 

  保健活動・事業計画、事例検討、業務研究、災害対策（ＤＩＧ）等 

  

 

                        

鴨川市健康づくり推進協議会               １回 

鴨川市要保護児童対策地域協議会代表者会議        １回 
鴨川市虐待防止連携協議会                １回 

在宅難病患者の災害時の支援に関する意見交換会（鴨川市） １回 

鴨川市学校給食センター運営委員会            １回 
鴨川市災害医療対策会議                 １回 
館山市・鴨川市・南房総市・鋸南町地域自立支援協議会 
（子ども部会）                     ２回 
館山市・鴨川市・南房総市・鋸南町地域自立支援協議会 
（医療的ケア児等支援ワーキンググループ）        ２回 
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                                      課名  地域保健課   （令和６年１０月３１日現在）   

事 業 名 当 年 度 の 事 業 計 画 左 の 実 績（進 捗 状 況） 
 
母 子 保 健 事 業 

  
１ 母子保健推進協議会 

 
 ２ 母子保健に関する研修会・会議・連絡会 
 
 
 
 
 ３ 専門相談事業 
    広域的・専門的母子保健相談事業の実施 
 
 
 
 
 
４ 小児慢性特定疾病等長期療養児への療育支援 

 
 
 
 
 
 

 

  

母子保健推進協議会          令和７年１月２９日実施予定 
 
  母子保健担当者会議        令和６年５月２７日実施 

                   令和６年１１月２５日実施予定 

  母子保健従事者研修会       令和６年１１月２０日実施予定 

                   令和７年２月実施予定 

 

  
相談内容 相  談 

予定回数 
実  施 
回   数 

参 加 者 数  

実 延 

思 春 期 相 談  １４ ８ １５ １５ 

 

小児慢性特定疾病医療支援認定患者  ２４人 

（新規認定２人） 

    
  療育支援    訪問相談    １件 

面接相談     ２５件 

電話相談    ４件 
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課名  地域保健課   （令和６年１０月３１日現在）   

事 業 名 当 年 度 の 事 業 計 画 左 の 実 績（進 捗 状 況） 
 
成人・老人保健事業 

 

１ 安房保健所管内地域・職域連携推進事業 
 テーマ：「ロコモティブシンドローム予防」 
 テーマ選定の経緯：コロナで運動不足、肥満の現状があ

る他、生活習慣アンケート（令和元年）では他地域と

比較し運動や日ごろから体を動かすようにしている

人が少ないとの結果があった。 
 実施計画：令和４年度～令和９年度（６年間） 
 実施内容：協議会（１回/年）、作業部会（２回/年） 
  共同事業 
  ・普及啓発…HP、保健所だより、地域新聞、 
        啓発リーフレット作成と配布 
  ・事業所介入…健康講話、ロコモ度テスト等 
  ・イベント参加…ロコモ度テスト、子どもロコモ 
          測定 
  ・講演会…小学校家庭教育学級、保健主事養護教諭 
       合同研修会 
 
２ 一人ひとりに応じた健康支援事業 

 
３ 自殺予防対策事業 

 
 
 
４ がん健診の受診率向上のための事業 

がん検診率向上を目的に、市町の保健推進員等を 
対象にがん検診推進員育成講習会を実施している。 

 
 

 

安房保健所管内地域・職域連携推進事業の実施 
協議会          令和７年２月１４日実施予定 

作業部会（第１回）    令和６年６月１７日実施 

 〃  （第２回）    令和６年１２月２３日実施予定 

  共同事業（講演会）    令和６年７月３０日実施 
               令和６年１０月２５日実施 
      （イベント）   令和６年４月２８日実施 
               令和６年７月１４日実施 
               令和６年１０月１２日実施 
               令和６年１０月２７日実施 
     （事業所介入）  令和６年７月～３事業所 

 

 

 

 

 

 

健康相談   ５人 
 
 令和６年度 チラシを活用し啓発普及を行う 
リーフレット「あなたのこころ元気ですか？」の配布 

安房地域心の健康のつどい ２００部 食品衛生講習会で配布 １００部 

  

令和６年度 がん検診推進員育成講習会の開催 

実施日時：令和６年７月１１日（木）午後２時～午後３時半 

実施場所：市原市保健センター  

「安房、市原、君津ブロック」講習会 担当：市原保健所 
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課名  地域保健課   （令和６年１０月３１日現在）   

事 業 名 当 年 度 の 事 業 計 画 左 の 実 績（進 捗 状 況） 
 
成人・老人保健事業 

 

５ 受動喫煙対策 

受動喫煙対策に関する法規制内容等の周知啓発 
を進めるほか、義務違反については県民等からの 
情報提供等により、施設の管理権原者に対して適 
切な助言・指導等を行い、法違反状態の早期是正 
に働きかけている。 

 

令和６年度 禁煙・受動喫煙防止講習会 

実施日時：令和６年６月５日（水）午後３時半～午後３時４０分 

実施場所：千倉こども園 体育館 

対象者：食品衛生講習会参加者  参加者数：１０１人 

啓発物配布 

所内窓口：ポケットティッシュ９０個 ウェットティッシュ９０個 
食品衛生講習会：ポケットティッシュ１１０個 ウェットティッシュ６０個 
        リーフレット１１０枚 
通報・相談（令和6年度１０月３１日現在） 
件数：２件 
 
 

 

肝炎対策事業 

 

１ 千葉県肝炎治療特別促進事業 
Ｂ型及びＣ型ウイルス肝炎の治癒を目的とし 

   て行うインターフェロン治療、核酸アナログ製 

剤治療及びインターフェロンフリー治療に係 

る医療費の助成を行う。 

 

肝炎治療受給者証交付者数 
   核酸アナログ製剤     ５４人 
   インターフェロンフリー  ２人 
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                                                           課名 地域保健課（令和６年１０月３１日現在）    

事 業 名 当 年 度 の 事 業 計 画 左 の 実 績（進 捗 状 況） 
難病法に基づく 

事業 

１ 指定難病医療費助成制度 
     原因が不明で治療方法が確立されていない指

定難病患者（３４１疾患）に対し、医療費の助

成を行う。 
 
２ 難病相談事業 
（１）難病対策地域協議会 

難病患者への支援体制の整備について
協議を行う。  

 
（２）医療相談事業 

専門医師等による療養生活などに対す
る個別相談・集団指導を実施する。 

 
 
 
 
（３）訪問指導（診療）事業 

ア 訪問相談員派遣事業 
医療相談事業に参加できない要支援
患者の療養上の悩み等に相談・指導を
行うため保健師・看護師を派遣する。 

 
イ 訪問指導事業 

難病患者とその家族に対して、保健所
保健師等による療養生活に関する訪問
指導を実施する。 

 
（４）窓口相談事業 

 
（５）訪問相談員育成事業 

  
 
 
 
 
３ 在宅難病患者に対する災害対策 
      震災，津波等に備え、難病患者の在宅療養状

況把握と災害時の備えについて啓発する。 

 
指定難病認定患者   １，２９１人 

 
 
 
  
 
令和７年２月７日（金）実施予定 

 
 
 
 「パーキンソン病患者及び家族への講演会、交流会」 

令和６年１２月５日（木）実施予定 
講演１「パーキンソン病のリハビリについて」 
講演２「ずっと自分で食べ続けるために 

～食事の姿勢と口腔のリハビリについて～」 
 

 訪問相談員派遣事業 

訪問相談員の派遣（延） ０人 
 
 
  
訪問指導事業 
 訪問指導件数（延）  ２３人 

 

窓口面接件数（延） ２３６人 電話相談件数（延）  ７４人 

 
「難病患者支援者への災害対策についての講演会」 
令和６年９月６日（金）実施 
講演「難病患者にとって必要な防災を考える 

～平時からの支援者の役割とは～」 

訪問、面接相談時に災害時の備えについてリーフレット等で啓発 
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２ 栄養改善事業 

課名   地域保健課 （令和６年１０月３１日現在） 

事 業 名 当 年 度 の 事 業 計 画 左 の 実 績（進 捗 状 況） 
 栄養改善・ 
健康づくり事業 

 １ 健康づくり事業 
     地域における健康づくり・栄養改善体制を整備す 
  るため、指導・調整会議及び地区組織の育成を行う。 

 
  (1) 指導・調整会議 

 
    ①地域における健康づくり推進事業 
      高血圧性疾患及び糖尿病の発症者が増加する 

壮年期の食生活改善を中心とした健康づくりを 

推進するため、健康づくり支援者研修会を実施 

する。 

 
    ②｢健康ちば協力店｣推進事業 
    ライフスタイルや食生活の多様化に伴い、外食や

市販の弁当、総菜を利用する機会が増えている。こ

のような状況を踏まえ、食を取り巻く環境整備とし

て、県の健康課題である野菜摂取量の増加、減塩対

策、受動喫煙防止対策について取り組む飲食店等を

普及する。 
 
   ③食品に関する表示指導事業 
    地域住民が自らの健康を考えた食品選択が 

できるように食品業者等に対し食品表示基準等 

に係る指導や普及啓発を行う。 

 

 

 

 

  
 
 
 
  
 

健康づくり支援者研修会  令和７年１月～２月実施予定 
    

 
 
  
   

管内協力店登録状況      ４店舗 
普及啓発及び登録啓発(個別)  １店舗 

           (集団)  ８回実施 参加店舗４９３ 
県民への普及啓発  (集団)  ０回実施  

 

 

 

 
業者指導 相談（栄養成分表示）  実 ８件 延 ８件 

       （栄養機能食品）  実 １件 延 １件 

指導（栄養成分表示）  実 １件 延 １件 

食品巡回調査      令和６年１１月実施予定 

   業者への普及啓発（集団）０回  

   県民への普及啓発（集団）１回 参加者２０人  
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  課名   地域保健課 （令和６年１０月３１日現在）   

 事 業 名 当 年 度 の 事 業 計 画 左 の 実 績（進 捗 状 況）  

 ⑤管内栄養士会の育成 
     各職域に勤務する栄養士の資質の向上を図ると 
   ともに連携を深め、総合的な健康づくりに資する 

ため管内栄養士会に対して指導・支援する。 
 

(2) 地区組織の育成 

 
   ①管内食生活改善協議会 
     管内の食生活改善推進員等の資質の向上と２市 
   における食生活改善地区組織間の連携を強化し、 

実践活動の推進が図れるよう支援する。 
 
 
  (3) 調査・研究 

 
   ①国民健康・栄養調査 
    国民の身体の状況、栄養摂取量及び生活習慣の 
   状況を明らかにし、国民の健康の増進の総合的な 
   推進を図るための基礎資料を得るために実施する。 
    

②県民健康・栄養調査 
    県民の栄養摂取の実態等を明らかにし、県民の 
   健康増進の総合的な推進を図るため「健康ちば 
   ２１(第２次)」の評価の基礎資料とする。 
 
 ２ 広域的・専門的栄養指導 
    広域的又は専門的な知識と技術を必要とする病態 
   別栄養指導を行う。 
 
  (1) 病態栄養教室 
   神経・筋難病で療養している患者と家族に対して、 

食生活面からの病状安定と意欲的な生活が送れる 
よう集団指導・個別指導を行う。 

 

 
会議（総会・役員会）３回実施 
研修会       １回実施 参加者５１人 

 

 

 

 
会議（総会・役員会） ２回実施  
解散会        １回実施 参加者６２人 
地域別研修      １回 令和７年１月２８日（火）実施予定 

 
 
 

 

 
国民健康・栄養調査 地区指定：なし  

 

 
 
 

県民健康・栄養調査 地区指定：なし  

   ５年ごとの実施のため、令和６年の実施はなし 
 
 
 

 

 

 

 

令和６年１２月５日（木）実施予定 参加者１８人（予定） 

  ※難病医療相談事業と共同開催 
講演「ずっと自分で食べ続けるために 

～食事の姿勢と口腔のリハビリについて～」 
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 課名    地域保健課 （令和６年１０月３１日現在）    
 

事 業 名 当 年 度 の 事 業 計 画 左 の 実 績（進 捗 状 況）  

    
３ 給食施設指導 

   特定多数人に継続的に食事を提供している施設に 
  対して、給食管理が強化できるよう指導を行う。 

 
  (1) 個別指導 

 
   ①巡回施設指導 
    年間を通して各施設に１回以上の個別巡回施設 
   指導を実施する。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (2) 集団指導 

      給食施設の管理者及び給食業務従事者に対して、 
    適切な栄養管理と具体的な食品の取扱い方を通し 
   て、給食関係者の資質の向上が図れるよう研修会 
   を行う。 
 
 
 
 

 
 給食施設指導 

 

 

 

個別指導 

 

巡回施設指導 

   区    分  施 設 数  指 導 済 施 設 

 学 校 
 病 院 
 介護老人保健施設 
介 護 医 療 院 

 老 人 福 祉 施 設 
 児 童 福 祉 施 設 
 社 会 福 祉 施 設 
 事 業 所 
 自 衛 隊 
 そ の 他 

    １３ 
     １６ 
       ８ 
    ２ 
     ２０ 
     ３０ 
      ７ 
      ６ 
      ２ 

３ 

    １２ 
      ７ 
      ７ 
       ０ 
     １６ 
    ２２ 
     ７ 
      ４ 
     ２ 
      ３ 

       計    １０７施設     ８０施設 
 

 
集団指導 

    給食施設管理者・従事者研修会 １回実施 ４８施設９７人申込 

                      （視聴数：１３６回） 

   （令和６年７月１５日（月）～８月３１日（金） 

YouTube「千葉県公式セミナーチャンネル」にて研修動画配信） 

                  
給食施設管理者研修会  令和６年１１月２７日（水）実施予定 
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課名  地域保健課   （令和６年１０月３１日現在） 

事 業 名 当 年 度 の 事 業 計 画 左 の 実 績（進 捗 状 況） 

  

４ 調理師育成指導 
     調理師試験に係る願書受付や免許証の交付、飲

食店営業施設等への調理師の設置促進、更には管

内調理師会への育成指導を行う。 

 
  (1) 調理師試験の願書受付及び合格発表 
 
 
 
 
 
  (2) 免許取扱事務 
 
   

 (3) 「調理師による県民の食生活の向上に関する 

   条例」の周知・啓発 

 

 

 
 
５ 市町村支援 

市町の栄養改善・健康づくり事業を円滑に推進 

するために支援・指導を行う。 

  (1) 栄養改善・健康づくり事業の支援・指導 

 

 

調理師育成指導 

 

 

 
 

調理師試験願書受付  
期日    令和６年５月２０日（月）～５月２４日（金） 
出願者数  （管内）３７人 

合格者発表 令和６年１２月１３日（金） 

 

 

免許取扱事務 
調理師免許（ 交付５件 ・ 書換交付８件 ・ 再交付１１件 ） 

 

調理師による県民の食生活の向上に関する条例関連事業 
普及啓発（個別）２４人  

（集団）９回実施 延 ４９３人 
 

 

 

 市町村支援 

 

 
 

栄養改善・健康づくり事業の支援・指導 

南房総市健康づくり推進協議会 令和６年７月３１日（水）実施 

鴨川市健康づくり推進協議会 令和６年８月２１日（水）実施 
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３ 精神保健福祉事業 

課名  地域保健課   （令和６年１０月３１日現在）  

事 業 名 当 年 度 の 事 業 計 画 左 の 実 績（進 捗 状 況） 
 
精神保健福祉事業 

  
１ 精神障害者医療・福祉事業 

    法に基づく申請,通報等のあった人について、調査 
  の上、精神保健指定医の診察を実施し,適正な医療及 
  び保護を行う。 
 
 
 ２ 精神保健福祉相談事業 

医療や社会参加等に関する相談及び訪問指導を 

実施する。 

 
  
 ３ 断酒学級 
   アルコール依存症者の回復に向けた講義とミーテ 
   ィングを実施する。 
 
 
 ４ 関係機関への技術支援及び連携強化 
   関係機関同士のネットワークの構築や、地域住民を 
  対象とした啓発活動を実施する。 

   

精神障害者医療・福祉事業 
   申請・通報・届出件数             １２件 
   自立支援医療(精神通院医療)認定者数   ２，０７３人 

   精神障害者保健福祉手帳所持者           １，１３６人 
    
 
  精神保健福祉相談事業 
   相談件数（延）  ２，１４２件 
   訪問指導件数（延）  １３５件 
 
    

断酒学級 
   実施回数    ６回 

     参加者（延）  ９人 
 
 
  関係機関への技術支援及び連携強化 
    精神障害者個別支援会議  ３７回 

   安房圏域精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築会議 

             令和７年２月又は３月開催予定 
    安房地域心の健康のつどい  令和７年２月２４日開催予定 

   「あなたのこころ元気ですか」リーフレット配布 （２００部 再掲） 
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（３）地域福祉課 
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 １ 福祉事業 

課名  地域福祉課  （令和６年１０月３１日現在） 

事 業 名 当 年 度 の 事 業 計 画 左 の 実 績（進 捗 状 況） 

地 域 福 祉 事 業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

戦没者遺族及び戦傷

病者等援護事業 

 

児 童 福 祉 事 業 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 中核地域生活支援センターへの支援 

    ２４時間３６５日体制で福祉の総合相談を受け

る中核地域生活支援センターを支援するため関係

機関等で構成する連絡調整会議（部会）を開催する。 

 

 

２ 民生委員・児童委員（主任児童委員含む）の活動

支援として、委員活動費と地区協議会交付金を人数

に応じて支給する。 

 

   

 

１ 戦没者遺族相談員を配置し、遺族等の援護を 

行う。 

 

１ 父又は母と生計を同じくしていない児童が育成

される家庭の生活の安定と福祉の増進を図るため、 

  児童扶養手当を支給する。 

 

 

 

 

２ 家庭で介護されている障害のある児童の福祉の

増進を図るため父母又は養育者に特別児童扶養手

当を支給する。 

 

 

相談受付状況  ２，２１０件（４月～１０月分集計数） 

    内訳：高齢者   １７０件     障害者  ９５０件 

     児童       １１４件   その他  ９７６件 

 連絡調整会議  令和７年２月１４日開催予定 

  障害者部会     ３回実施 

 

 民生委員・児童委員数 

定員３５１名（館山市 112 名 鴨川市 78 名 南房総市 135 名 鋸南町 26 名） 

   現員３４１名（館山市 103 名 鴨川市 78 名 南房総市 134 名 鋸南町 26 名） 

 委員活動費     令和６年１２月支給予定 

 地区協議会交付金  令和７年 ３月支給予定 

 

 戦没者遺族相談員   ４名（令和５年１０月１日委嘱） 

  

 

 児童扶養手当受給者数内訳（鋸南町のみ） 

生別世帯 死別 
世帯 

未婚 
世帯 

障害者 
世帯 

遺棄 
世帯 

その他 
の世帯 計 

離婚 その他 
３９ － ３ ２ － － １ ４５ 

 手当額：第１子 45,500 円 第２子 10,750 円 第３子以降 6,450 円 

     （所得状況により全額支給停止、一部支給停止の制限あり） 

 
特別児童扶養手当受給状況（管内４市町） 

受給者数 
支給対象障害児数 

身体障害 精神障害 重複障害 計 
１級 ２級 １級 ２級 １級 ２級 １級 ２級 

１４０ １６ ８ ５８ ６２ ３ － ７７ ７０ 
 手当額：１級 55,350 円 ２級 36,860 円（所得制限あり） 
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課名  地域福祉課  （令和６年１０月３１日現在） 

事 業 名 当 年 度 の 事 業 計 画 左 の 実 績（進 捗 状 況） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
母 子 福 祉 事 業 
 
 
 
 
 
 
 
 
ＤＶ被害者支援事業 
 
 
 

３ 児童及び家庭問題の相談や児童の健全育成推進 

のため非行防止、児童虐待、家庭崩壊の調整等の相 

談活動に当たる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 管内４市町の児童手当・子ども手当支給事務につ

いて、隔年で監査を実施している。 

 

 

１ 母子及び父子家庭または寡婦の経済的自立と生 

活意欲の向上及びその児童の福祉の推進を図るた 

め各種福祉資金の貸付けを行うとともに生活全般 

の相談、就労支援を行う。 

 

 

２ 高等職業訓練促進給付金等の給付金支給 

 

 

 

１ 配偶者暴力相談支援センターとして、女性相談支

援員を配置し、被害女性の相談、情報提供、支援を

行う。 

 

 

 

相談等実施状況 

相談経路 
相談種別 家庭・親戚等 学校・市町村等 その他 合計 

家族関係 虐待 － ５５ － ５５ 
その他 － １０ － １０ 

非行 － ０ － ０ 
学校・生活等 － １０９ － １０９ 
その他 － １１ － １１ 
合計 ０ １８５ － １８５ 

 
 鴨川市、南房総市  令和７年１月実施予定 
 
 
 母子父子寡婦福祉資金貸付決定状況        （単位：千円） 
事

業

開

始 

事

業

継

続 

修 
学 

技 
能 
習 
得 

修

業 
就

職

支

度 

医

療

介

護 

生

活 
住 
宅 

転

宅 
就 
学 
支 
度 

結

婚 

－ －  204 － － － － － － － － － 

 
訓練促進給付金（修業に係る資格） １名（Ｒ４／１０～支給） 
自立支援教育訓練給付金（就職等のための資格） １名（Ｒ６．７支給） 

 
相談等実施状況 

総相談件数 来所相談件数 電話相談件数 書面 
提出 
件数 

通報 
件数 

総数 
うち 
ＤＶ 

内閣府 
報告分 

総数 
うち 
ＤＶ 

内閣府 
報告分 

総数 
うち 
ＤＶ 

内閣府 
報告分 

59 49 49 11 10 10 48 39 39 0 0 

※内閣府報告分は、ＤＶ被害者本人からの相談件数 
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課名  地域福祉課  （令和６年１０月３１日現在） 

事 業 名 当 年 度 の 事 業 計 画 左 の 実 績（進 捗 状 況） 
 
老 人 福 祉 事 業 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
障害者（児）福祉事業 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

１ 老人福祉施設入所者法外援護給付金支給事業 

養護老人ホーム入所者で、無年金や低額の年金

受給者等に対し支給する。 

 

２ 老人の日記念事業 

  満 100 歳を迎える高齢者の方々に対し、長寿を

祝福することを目的に、内閣総理大臣からの祝状、

記念品（銀杯）を贈呈する。 

 

 

 

 
１ 特別障害者（児）手当支給事業 

重度の障害により日常生活で常時の介護を要

する児・者に手当を支給する。 
 
 
 
２ 在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福 

祉手当給付事業補助金交付事務 

 

３ 重度身体障害者日常生活用具取付費助成事業補 

助金交付事務 

 

４ 広域専門指導員が「障害のある人もない人も共 

に暮らしやすい千葉県づくり条例」に基づき相談 

を行う。 

 

 

老人福祉施設入所者法外援護給付金支給状況 

支給実人員 支給額（円） 

１３人 ４８８，８００ 

 

 百歳高齢者数  館山市  ４０人  

鴨川市  ２１人 

         南房総市 ３４人 

         鋸南町   ５人     

          計  １００人 

 

  
 
 特別障害者（児）手当支給状況（鋸南町のみ） 

 支給月額（円） 受給者数 支給額（円） 
特別障害者手当 ２８，８４０   ７人 １，３４４，３００ 

障害児福祉手当 １５，６９０   ３人 ４２０，８１０ 

合 計  １０人 １，７６５，１１０ 

 
対象者(見込み)         １３４人 

 申請見込額     ６，５３７，３２４円 

 

 対象件数(見込み)          ７件 

 申請見込額        １５３，１５０円 

 

 差別等相談件数   実数  ２件  延数  ４件 

 その他の相談件数  実数  ８件  延数 ３０件 
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 ２ 生活保護関係 

課名  地域福祉課  （令和６年１０月３１日現在） 

事 業 名 当 年 度 の 事 業 計 画 左 の 実 績（進 捗 状 況） 

生活困窮者自立支援

事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生 活 保 護 事 業 

 

 
 
 
 
 
 

鋸南町を対象として生活困窮者自立支援法に基づ

き生活保護に至る前の段階で自立の促進を図る。 

 

１ 自立相談支援事業・支援調整会議 

  自立相談支援機関が相談を受け、自立へ向けた 

支援計画を作成し、関係者で構成する支援調整会議

で支援計画を協議、検証するとともに、関係者の 

役割を調整する。 

 

２ 住居確保給付金事業 

  生活保護基準により給付事務を行う。 

 

 

 鋸南町の生活保護法による保護事務を実施してい

る。 

 生活保護法は,憲法第２５条に規定する「国民は、健

康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」の

理念に基づき,生活に困窮する全ての国民に対し、困

窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の

生活を保障するとともに、その自立を助長することを

目的としている。 

当年度の生活保護事業においても、町、民生委員、

ケアマネージャー、指定医療機関等との連携を密に

し、十分な協力関係を保ち、保護事務の適切かつ円滑

な推進を図る。 

 

 

 

 自立相談支援事業は、県が中核地域生活支援センターひだまりに業務委託 
 
 
 自立相談支援事業 
  新規相談受理件数  ６件 
  継続支援件数    ９件 

支援調整会議 

  年間計画１２回   ７回開催（４月～１０月） 

 

 住居確保給付金の状況     ０件 

 

 

 

被保護世帯・人員・保護率の推移 

年度 管内人口 
（人） 

被保護世帯数 
（世帯） 

被保護人員 
（人） 

保護率 
（‰） 

４年度 
（平均値） ７，０２４ ６４ ７２ １０．２５ 

５年度 
（平均値） ６，８７７ ６２ ６９ １０．０３ 

６年度 
４～１０月 
（平均値） 

６，７４６ ５７ ６２ ９．１９ 

保護の開始・廃止等の推移             （単位：件） 
 ４年度 ５年度 ６年度 

(４～１０月) 
面接相談件数 ２２ １２ ７ 
申請件数 １９ ７ ２ 
開始件数 １５ ５ ２ 
廃止件数 １１ １２ ３ 
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（４）健康生活支援課 
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１ 疾病対策 
                                          課名 健康生活支援課（令和６年１０月３１日現在） 

事 業 名 当 年 度 の 事 業 計 画 左 の 実 績（進 捗 状 況） 
 

結核予防事業 
 

１ 患者管理 

（１）患者の個別支援 

感染症法に基づき、結核患者に対する公費負担事

務を行うとともに、確実な治療完遂のため服薬支援

を行う。 

 

 

 

 

 

（２）管理検診の実施 

   治療終了者に対して６か月ごとの胸部エックス線

撮影を行い、再発の防止に努める。 

 

 

２ 接触者健診の実施 

結核患者と接触した者を対象に健康診断を実施し、

感染源や感染経路を調査するとともに、新たな感染者

や発病者を早期発見する。 

 
 
３ 地域DOTSの推進 

医療機関と連携し、治療開始から終了に至るまでの 

患者に対する服薬支援を切れ目なく行う。 

  
登録者の状況 

登録者数（令和６年１０月３１日時点） ４３名 

新登録者数 １１名（活動性結核 ４名、潜在性結核感染症 ７名） 

公費負担 

入院患者に対する公費負担（法第37条）申請件数   ２件 

一般患者に対する公費負担（法第37条の2）申請件数 １７件 

服薬支援 
 院内面接 ８件、訪問 ４４件、面接 ２８件、電話 ８２件 
 

 

管理検診実施状況   対象者  ２４名  受診者 ２４名 
 
 
 
 
接触者健診実施状況 
 （家族健診） 対象者    ９名  受診者  ９名 
 （職場健診） 対象者  ７９名  受診者 ７９名 
  
 
 
DOTS会議の開催   ２回開催（令和６年６月６日、９月５日） 
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課名 健康生活支援課（令和６年１０月３１日現在） 

事 業 名 当 年 度 の 事 業 計 画 左 の 実 績（進 捗 状 況） 
 

感染症予防事業 

 
１ 感染症発生時の対応 

医師から感染症の発生届を受理した際、速やかに 

積極的疫学調査を実施し、感染の拡大防止を図る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 平常時の対応 

管内の定点医療機関における感染症患者数を調査し、

千葉県感染症情報センターにその結果を報告するとと

もに、感染症情報をメールマガジン形式で、定期的に管

内の医療機関、市町、関係施設等に情報提供する。 

また、講習会の開催など予防啓発に努める。 

 

（１） 感染症発生動向調査 

（２） メールマガジンによる感染症情報の配信 

（３） 研修会の開催 

（４） 患者搬送訓練 

 
 
 

  
感染症発生状況  

感染症類型 疾病名 件数 

四類 E型肝炎 ３件 

 つつが虫病 ４件 

 日本紅斑熱 22件 

 ブルセラ症 １件 

 レジオネラ症 ４件 

五類 カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 15件 

 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 ２件 

 後天性免疫不全症候群 １件 

 ジアルジア症 １件 

 侵襲性インフルエンザ菌感染症 １件 

 侵襲性肺炎球菌感染症 ３件 

 梅毒 ３件 

 
 
感染症発生動向調査事業 

定点医療機関数：インフルエンザ（７）、小児科（４）、 
眼科（１）、性感染症（１）、基幹（１） 

 
メールマガジン（あわっと感染症情報） 

毎週金曜日にメール配信 
配信先：２６８か所（医療機関、市町、関係施設等） 

 
感染症対策研修会 

高齢者施設向け １回開催（令和６年１０月８日） 
 
感染症指定医療機関と連携した患者搬送訓練を実施予定 
（令和６年１１月２２日予定） 
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                                                        課名 健康生活支援課（令和６年１０月３１日現在）  

事 業 名 当 年 度 の 事 業 計 画 左 の 実 績（進 捗 状 況） 
  
エイズ・性感染症 

対策事業 

  
１ 検査・相談 

  HIV・性感染症を早期に発見し、治療につなげる 

ため、無料・匿名の検査を定期的に実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
２ 予防啓発 

   中高生に正しい知識を普及するため講演会を開催 

するとともに、世界エイズデーに合わせて予防啓発を

行う。 

  
検査の実施状況 

 毎月２回（第１・第３月曜日） 

 事前予約制 

   

検査項目 受検者数 陽性者数 

HIV ２１ ０ 

梅毒 ２１ ０ 

B型肝炎 １９ ０ 

C型肝炎 １８ ０ 

クラミジア １８ ０ 

淋菌 １８ ０ 

  

相談件数 ２５件（電話３件、来所２２件） 

 
 
啓発の実施状況 
（１）講演会 ３回開催 

    （令和６年７月９日、８月１日、９月１３日） 
（２）ポスター掲示、啓発資材の配布 

（管内市町、中学校、高等学校等） 
（２）広報 

（あわっと感染症情報、ホームページ） 

  
原爆被爆者対策事業 

 
原爆被爆者の健康増進を図るため健康診断を実施する 

 

  
手帳保有者数 １２名 
健康診断 

①令和６年 ６月４日実施      受診者 ３名 

②令和６年１２月４日実施予定    
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２ 食品衛生 
                                          課名 健康生活支援課（令和６年１０月３１日現在） 

事 業 名 当 年 度 の 事 業 計 画 左 の 実 績（進 捗 状 況） 
 
食品衛生事業 

 
１ 食品営業施設の許認可事務 

食品衛生法に基づき、食品取扱施設について、許可
や届出等の事務を行う。 

 
 
 
 
 
 
 
２ 食品営業施設の監視指導 

食品による健康被害を未然に防止するため、食品機
動監視課と連携して、食品営業施設に対する監視指導
を行うとともに、管内に流通する食品の検査を実施す
る。 

 
 
 
 
 
 
 
３ 食中毒予防対策 

食品営業者に対して衛生教育を行うとともに、食中毒
の予防啓発を行う。 

 
 

  
食品営業施設数 
 許可施設数              ３，３９０件 
 届出施設数              １，０５１件 
 
許認可件数 
 新規許可施設数              ３４５件 
 新規届出施設数              １６３件 
 廃止施設数（許可業種３２０件・届出業種１８件） ３３８件 
 
 
監視件数  

許可施設数                ４７８件 
 届出施設数                   １５件 
 
流通食品の検査 
 県産農産物（いちじく、みかん）   ６件（違反なし） 
 県産水産物（養殖魚）        ３件（違反なし） 
 県産畜産物（はちみつ）       ３件（違反なし） 
 輸入食品（食肉、びん詰等）     ７件（違反なし） 
 放射性セシウム（牛乳、清涼飲料水等）  １０件（違反なし） 
 
 
衛生講習会の開催  ２８回  受講者 １，３０２名 
 
食中毒注意報・警報の発令 

食中毒注意報  令和６年６月 １日から９月３０日まで 
食中毒警報   令和６年７月 ９日から９月３０日まで 

 
広報啓発 

保健所だより、ホームページ、管内市町の広報誌 
 
食中毒の発生  ２件 
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３ 狂犬病予防・動物愛護管理 
                                          課名 健康生活支援課（令和６年１０月３１日現在） 

事 業 名 当 年 度 の 事 業 計 画 左 の 実 績（進 捗 状 況） 
 

狂犬病予防事業 

 

 

 

 

動物愛護管理事業 

 

市町、警察と連携し、逸走犬、放し飼い犬等の保護・

捕獲を行い、犬に起因する危害の発生を防止する。 

 

 

 

犬猫の飼い方に関する個別相談や、「動物の正しい飼

い方推進月間」、「動物による危害防止対策強化月間」

などの機会を通じて、動物愛護及び適正飼養の普及啓発

を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

動物取扱業の登録及び指導を行うとともに、動物取扱

責任者に対する研修会を開催する。 

  
捕獲頭数  １０頭 

返還頭数   ７頭 

こう傷届数  ７件 

 

 

個別相談 

  犬（捕獲依頼、鳴き声等）  ４８件 

  猫（野良猫の増加、糞尿等） ８３件 

 

引取頭数      犬 １頭、猫 ５頭 

負傷動物の保護   犬 ０頭、猫 ３頭 

 

動物の正しい飼い方推進月間（６月１日から６月３０日まで） 

・広報活動（管内市町、教育委委員会） 

 ・大型犬飼養実態調査、多頭飼養届出施設の調査  

 

 

動物取扱業登録数 ９４件 

 

動物取扱責任者研修（令和６年１０月２９日開催）受講者 ２４名 
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４ 環境衛生 
   

                                          課名 健康生活支援課（令和６年１０月３１日現在） 

事 業 名 当 年 度 の 事 業 計 画 左 の 実 績（進 捗 状 況） 
 

環境衛生事業 

 

 

 

 

 

１ 生活衛生関係営業施設の許認可事務及び立入

検査 

  生活衛生関係営業施設（興行場、旅館、公衆

浴場、理容所、美容所、クリーニング所）の衛

生確保及び自主管理を適正に行われるよう監視

指導を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ レジオネラ症防止対策等衛生講習会 

入浴施設等における適切な衛生管理の徹底に

よりレジオネラ症の発生を防止するため、旅館、

公衆浴場を対象とした講習会を開催する。 

 

 

３ 遊泳用プールの施設調査 

  プール施設の衛生確保及び水質管理が適切に

行われるよう立入指導を行う。 

 

 

４ 温泉利用施設の許認可及び立入検査 

  温泉利用施設の衛生確保及び水質管理が適切

に行われるよう立入指導を行う。 

 

  
生活衛生関係営業施設数  １，３３１施設 

新規許可等施設数        ４６施設 

立入検査件数         ４２１施設 

  

施設別 施設数 許可 廃止 立入検査件数 

興行場 2   0  0  0  

旅館業 713  43  10  171  

公衆浴場 87  1  2  38  

理容所 168  1  4  79  

美容所 299  1  4  95  

クリーニング所 62  0  0  38  

計 1,331  46  20  421  

 

 

レジオネラ症防止対策等衛生講習会 

３回開催予定（令和６年１１月１９日、１２月３日・４日） 

 

 

 

 

遊泳用プール施設数 ３０施設 

施設調査数     ３０施設 

  

 

 

温泉利用施設数  １３９施設 

新規許可施設数    ４施設 

立入検査件数    ５８施設 
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（５）検査課 
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事 業 名 当 年 度 の 事 業 計 画

 試験検査事業  １臨床検査 １　臨床検査実施件数 （件）

　 (1)エイズ等性感染症予防対策事業に伴う検査 当　年　度 前年度同期

　 　・ＨＩＶ抗体検査 (1)エイズ・性感染症 21 24

　 　・梅毒抗体検査 21 24

 　(2)ウイルス性肝炎対策事業に伴う検査 (2)肝炎 19 24

　 　・Ｂ型肝炎検査 18 24

　 　・Ｃ型肝炎検査 (3)原爆被爆者健診 3 2

　 (3)原爆被爆者対策に伴う検査 (4)結核菌検査 0 0

　 　・尿検査　 0 0

 　(4)結核予防事業に伴う検査 (5)その他 0 0

 　(5)その他　 82 98

　 　・寄生虫卵検査等

 ２食品衛生検査 ２　食品衛生検査

　 (1)食品衛生法に基づく食品の収去検査等 (1)食品の収去検査等に伴う検査実施件数 （件）

　　　に伴う検査 当　年　度 前年度同期

116 133

116 133

116 133

　　 0 0

106 122

85 99

7 9

22 21

10 10

83 99

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

545 626

　　課名　検査課　（令和６年１０月３１日現在）

検
　
査
　
項
　
目
　
内
　
訳

検　体　数

大腸菌

尿検査

結核菌塗抹検査

結核菌培養検査

寄生虫卵（蟯虫卵）検査

腸炎ビブリオ最確数

大腸菌群

腸管出血性大腸菌Ｏ26

腸管出血性大腸菌Ｏ103

腸管出血性大腸菌Ｏ111

腸管出血性大腸菌Ｏ121

腸管出血性大腸菌Ｏ145

左 の 実 績（進 捗 状 況）

ＨＩＶ抗体検査

梅毒抗体検査

Ｂ型肝炎ウイルス抗原検査

Ｃ型肝炎ウイルス抗体検査

検　査　項　目

項　目　数　計

　計

腸管出血性大腸菌Ｏ157

乳酸菌

黄色ブドウ球菌

サルモネラ属菌

カンピロバクター

腸炎ビブリオ

乳化学検査（脂肪分、無脂乳固形分、比重、酸度）

細菌数（生菌数）
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事 業 名 当 年 度 の 事 業 計 画

 試験検査事業  ３　健康危機管理検査 　３　健康危機管理検査実施件数

 　(1)三類感染症発生時に伴う検査 　(1)三類感染症発生時 （件）

   (2)食中毒・有症苦情等発生時に伴う検査 検　査　項　目

   (3)平常時の予防対策・集団感染予防対策 腸管出血性大腸菌Ｏ157

　 　に伴う腸内細菌検査（検便） 腸管出血性大腸菌Ｏ26

腸管出血性大腸菌Ｏ103

腸管出血性大腸菌Ｏ121

腸管出血性大腸菌型別不明

赤痢菌

チフス菌

計

　(2)食中毒・有症苦情等 （件）

検体数 項目数 検体数 項目数

食品 3 3 0 0

便 42 921 7 158

吐物 0 0 0 0

拭取り 20 400 0 0

計 65 1,324 7 158

　(3)腸内細菌検査 （件）

腸管出血性大腸菌Ｏ157

赤痢菌・チフス菌・パラチフスＡ菌

計

４　精度管理 　４　精度管理事業 （件）

　食品衛生検査業務の信頼性を確保する 実　施　回　数

　ため、内部精度管理の実施及び外部精度 内部精度管理

　管理調査の受験 外部精度管理

　　課名　　　検査課　（令和６年１０月３１日現在）

左 の 実 績（進 捗 状 況）

検　体　種　類

0

前年度同期

0 0

0 0

0

0

9 9

当　年　度

0 0

0 0

0

当　年　度 前年度同期

0 0

当　年　度 前年度同期

1,103 1,113

63 67

0

0

958 1,006

2,061 2,119

当　年　度 前年度同期
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（６）食品機動監視課 
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                        課名 食品機動監視課 （令和６年１０月３１日現在） 
 
 

事 業 名 
 

 
 

当 年 度 の 事 業 計 画 
 

 
 

左 の 実 績 （ 進 捗 状 況 ）              
 

 
 
 食品衛生対策事業  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     
 食品による事故防止対策の推進  
 
(1)監視指導 

   千葉県食品衛生監視指導計画に基づき、  
健康生活支援課、鴨川地域保健センターと  
連携して、食品の製造･販売を行う食品事業 

  者及び特定給食施設等に対して監視指導を  
実施する。 

   また、食中毒等の発生しやすい夏期及び  
食品の流通が多くなる年末には大規模小売
店や観光関連施設等の監視指導を強化する。 

 
 
 
 
(2)衛生教育 
  食品製造施設及び給食施設等の食品関係

従事者等に対し衛生教育を実施し、自主衛 
生管理を推進する。 

 
 
 
(3)食中毒等健康危害発生時の対応 

   食中毒が発生した場合には、迅速かつ適
切に調査及び原因究明を行い危害の拡大を
防止する。 

 
 
 
 
(4)食品の収去検査 

   管内流通食品について、食品衛生法に基  
づく規格基準検査を実施し、違反食品の排  
除に努める。 

   さらに、管内で製造される食品、給食施  
設や宿泊施設の調理品について収去検査を  
実施し、施設の衛生管理の強化を図ること
で食品による健康被害を未然に防止する。 

 
 

 
 
 
 
 
 食 品 営 業 施 設         
 
 
 
 
 
 監 視 件 数         
 
 
 
 
 
 
 講 習 会 等 開 催         
 
 
  
 
 
 
 食中毒警報等発令  
 
 
 
 
 
 
 
 収 去 検 査 件 数         
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 許 可 施 設 数         
 届  出  施  設  数  
       計 
 
 
 
 許 可 施 設 数        
 届  出  施  設  数  
       計 
 
 
 
 
食品営業関係従事者 １回 
給 食 施 設 従 事 者            ０回  
消 費 者            ０回 
       計           １回 
 

 
 
 
 
 

３ ,３９０件  
１ ,０５１件 
４ ,４４１件  

 
 
 

３６０件 
７２件  

４３２件  
 
 

  
     

    ２３人 
     ０人 
     ０人 
  ２３人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
食 中 毒 注 意 報         令和６年６月１日（土）  
                    ～７月８日（月） 
 
食 中 毒 警 報        令和６年７月９日（火） 
                     ～９月３０日（月） 
 
                                      
 
検     体     数               １６９件 
検  査  項  目  数             ８８３件 
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許可を要する食品営業施設・監視等の状況 　 　

保健所 

施設数

　  区  分　

　  

 

業　　種　　　
 

14   5    29   48      

14   48   29   772     863     1    35   20   173  131   360   -    863   229   131   360   -  -  -  -  -  -  -  -  

一 般 食 堂 ・ レ ス ト ラ ン 等 -    3    29   3       35      -    2    20   3    27    52    - 35    25    27    52    -  -  -  -  -  -  -  -  

仕 出 し 屋 ・ 弁 当 屋 -    13   -    2       15      -    10   -    3    18    31    - 15    13    18    31    -  -  -  -  -  -  -  -  

旅 館 -    -    -    9       9       -    -    -    14   10    24    - 9     14    10    24    -  -  -  -  -  -  -  -  

そ の 他 -    12   -    -       12      -    12   -    -    50    62    - 12    12    50    62    -  -  -  -  -  -  -  -  

小 計 -    28   29   14      71      -    24   20   20   105   169   -    71    64    105   169   -  -  -  -  -  -  -  -  

-    5    -    290     295     -    2    -    40   -     42    - 295   42    -     42    -  -  -  -  -  -  -  -  

-    -    -    5       5       -    -    -    4    -     4     - 5     4     -     4     -  -  -  -  -  -  -  -  

-    -    -    -       -       -    -    -    -    -     -     - -     -     -     -     -  -  -  -  -  -  -  -  

-    -    -    6       6       -    -    -    4    -     4     - 6     4     -     4     -  -  -  -  -  -  -  -  

-    -    -    -       -       -    -    -    -    -     -     - -     -     -     -     -  -  -  -  -  -  -  -  

-    6    -    -       6       -    5    -    -    16    21    - 6     5     16    21    -  -  -  -  -  -  -  -  

14   -    -    -       14      1    -    -    -    -     1     - 14    1     -     1     -  -  -  -  -  -  -  -  

-    -    -    3       3       -    -    -    -    -     -     - 3     -     -     -     -  -  -  -  -  -  -  -  

-    -    -    13      13      -    -    -    5    -     5     - 13    5     -     5     -  -  -  -  -  -  -  -  

-    -    -    2       2       -    -    -    -    -     -     - 2     -     -     -     -  -  -  -  -  -  -  -  

-    1    -    -       1       -    -    -    -    4     4     - 1     -     4     4     -  -  -  -  -  -  -  -  

-    -    -    -       -       -    -    -    -    -     -     - -     -     -     -     -  -  -  -  -  -  -  -  

-    1    -    26      27      -    -    -    8    -     8     - 27    8     -     8     -  -  -  -  -  -  -  -  

-    1    -    15      16      -    -    -    -    -     -     - 16    -     -     -     -  -  -  -  -  -  -  -  

-    6    -    -       6       -    4    -    -    6     10    - 6     4     6     10    -  -  -  -  -  -  -  -  

-    -    -    6       6       -    -    -    7    -     7     - 6     7     -     7     -  -  -  -  -  -  -  -  

-    -    -    1       1       -    -    -    1    -     1     - 1     1     -     1     -  -  -  -  -  -  -  -  

-    -    -    2       2       -    -    -    -    -     -     - 2     -     -     -     -  -  -  -  -  -  -  -  

-    -    -    -       -       -    -    -    -    -     -     - -     -     -     -     -  -  -  -  -  -  -  -  

-    -    -    4       4       -    -    -    4    -     4     - 4     4     -     4     -  -  -  -  -  -  -  -  

-    -    -    1       1       -    -    -    -    -     -     - 1     -     -     -     -  -  -  -  -  -  -  -  

-    -    -    1       1       -    -    -    -    -     -     - 1     -     -     -     -  -  -  -  -  -  -  -  

-    -    -    10      10      -    -    -    5    -     5     - 10    5     -     5     -  -  -  -  -  -  -  -  

-    -    -    9       9       -    -    -    7    -     7     - 9     7     -     7     -  -  -  -  -  -  -  -  

-    -    -    2       2       -    -    -    2    -     2     - 2     2     -     2     -  -  -  -  -  -  -  -  

-    -    -    11      11      -    -    -    4    -     4     - 11    4     -     4     -  -  -  -  -  -  -  -  

-    -    -    165     165     -    -    -    27   -     27    - 165   27    -     27    -  -  -  -  -  -  -  -  

-    -    -    1       1       -    -    -    1    -     1     - 1     1     -     1     -  -  -  -  -  -  -  -  

-    -    -    -       -       -    -    -    -    -     -     - -     -     -     -     -  -  -  -  -  -  -  -  

-    -    -    3       3       -    -    -    1    -     1     - 3     1     -     1     -  -  -  -  -  -  -  -  

-    -    -    9       9       -    -    -    3    -     3     - 9     3     -     3     -  -  -  -  -  -  -  -  

-    -    -    -       -       -    -    -    -    -     -     - -     -     -     -     -  -  -  -  -  -  -  -  

-    -    -    70      70      -    -    -    9    -     9     - 70    9     -     9     -  -  -  -  -  -  -  -  
-    -    -    2       2       -    -    -    -    -     -     - 2     -     -     -     -  -  -  -  -  -  -  -  
-    -    -    11      11      -    -    -    4    -     4     - 11    4     -     4     -  -  -  -  -  -  -  -  
-    -    -    -       -       -    -    -    -    -     -     - -     -     -     -     -  -  -  -  -  -  -  -  
-    -    -    4       4       -    -    -    3    -     3     - 4     3     -     3     -  -  -  -  -  -  -  -  
-    -    -    1       1       -    -    -    1    -     1     - 1     1     -     1     -  -  -  -  -  -  -  -  
-    -    -    73      73      -    -    -    13   -     13    - 73    13    -     13    -  -  -  -  -  -  -  -  
-    -    -    5       5       -    -    -    -    -     -     - 5     -     -     -     -  -  -  -  -  -  -  -  
-    -    -    7       7       -    -    -    -    -     -     - 7     -     -     -     -  -  -  -  -  -  -  -  

複 合 型 冷 凍 食 品 製 造 業
漬 物 製 造 業
密 封 包 装 食 品 製 造 業
食 品 の 小 分 け 業

調理機能を有する自動販売機により食品を調理
し 、 調 理 さ れ た 食 品 を 販 売 す る 営 業
水 産 製 品 製 造 業
液 卵 製 造 業
み そ 又 は し ょ う ゆ 製 造 業
複 合 型 そ う ざ い 製 造 業
冷 凍 食 品 製 造 業

  （単位：件）

備
　
　
　
　
　
　
考

施 設 数 違

反

件

数

監 視 件 数 違

反

件

数

指

導

票

交

付

件

数

処 分 件 数 口

頭

説

諭

卸

売

市

場

大

規

模

小

売

店

舗

特

定

給

食

施

設

監

視

課

の

所

掌

(

左

記

を

除

く

)

 
計

監

視

課

の

所

掌

(

左

記

を

除

く

)

そ

の

他

合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計

監 視 件 数

物

品

廃

棄

命

令

 
計

監

視

課

の

所

掌

監

視

課

の

所

掌

安 房 保 健 所

健
康
生
活
支
援
課
の
所
掌

計

あ ん 類 製 造 業

特 別 牛 乳 さ く 取 業

乳 製 品 製 造 業

集 乳 業

魚 介 類 販 売 業

魚 介 類 せ り 売 営 業

食 品 の 冷 凍 又 は 冷 蔵 業

か ん 詰 又 は び ん 詰 食 品 製 造 業

喫 茶 店 営 業

飲

食

店

営

業
菓 子 （ パ ン を 含 む ） 製 造 業

施 設 数

健
康
生
活
支
援
課
の
所
掌

卸

売

市

場

大

規

模

小

売

店

舗

特

定

給

食

施

設

課名　食品機動監視課　（令和6年10月31日現在）

め ん 類 製 造 業

そ う ざ い 製 造 業

添 加 物 製 造 業

食 品 の 放 射 線 照 射 業

醤 油 製 造 業

ソ ー ス 類 製 造 業

酒 類 製 造 業

豆 腐 製 造 業

ア イ ス ク リ ー ム 類 製 造 業

乳 処 理 業

告

発

営

業

停

止

命

令

改

善

命

令

魚 肉 ね り 製 品 製 造 業

令 和 6 年 度

清 涼 飲 料 水 製 造 業

氷 雪 製 造 業

納 豆 製 造 業

食 肉 処 理 業

食 肉 販 売 業

食 肉 製 品 製 造 業

乳 酸 菌 飲 料 製 造 業

食 用 油 脂 製 造 業

ﾏ ｰ ｶ ﾞ ﾘ ﾝ 又 は ｼ ｮ ｰ ﾄ ﾆ ﾝ ｸ ﾞ 製 造 業

み そ 製 造 業

45



保健所 

施設数

　  区  分　

　  

 

業　　種　　　

 

-   8   36  2   46  -   4   16  3   49    72    -   46   23   49 72 - - - - - - - -   
-   -   -   -   -   -   -   -   -   1     1     - -    -    1     1     - - - - - - - -   
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -     -     - -    -    -     -     - - - - - - - -   
-   2   1   3   -   -   -   2   10    12    - 3    2    10    12    - - - - - - - -   
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -     -     - -    -    -     -     - - - - - - - -   
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -     -     - -    -    -     -     - - - - - - - -   
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -     -     - -    -    -     -     - - - - - - - -   
-   1   -   -   1   -   -   -   -   6     6     - 1    -    6     6     - - - - - - - -   
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -     -     - -    -    -     -     - - - - - - - -   
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -     -     - -    -    -     -     - - - - - - - -   
-   -   -   -   -   -   -   -   -   1     1     - -    -    1     1     - - - - - - - -   
-   4   -   -   4   -   3   -   -   8     11    - 4    3    8     11    - - - - - - - -   

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -     -     - -    -    -     -     - - - - - - - -   

-   1   -   -   1   -   1   -   1   7     9     - 1    2    7     9     - - - - - - - -   

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -     -     - -    -    -     -     - - - - - - - -   

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -     -     - -    -    -     -     - - - - - - - -   
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -     -     - -    -    -     -     - - - - - - - -   
-   -   -   -   -   -   -   -   -   4     4     - -    -    4     4     - - - - - - - -   
-   -   -   -   -   -   -   -   -   1     1     - -    -    1     1     - - - - - - - -   
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -     -     - -    -    -     -     - - - - - - - -   
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -     -     - -    -    -     -     - - - - - - - -   
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -     -     - -    -    -     -     - - - - - - - -   
-   -   -   -   -   -   -   -   -   1     1     - -    -    1     1     - - - - - - - -   
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -     -     - -    -    -     -     - - - - - - - -   
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -     -     - -    -    -     -     - - - - - - - -   
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -     -     - -    -    -     -     - - - - - - - -   
-   -   36  36  -   -   16  -   10    26    - 36   16   10    26    - - - - - - - -   

-   -   -   1   1   -   -   -   -   -     -     - 1    -    -     -     - - - - - - - -   

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -     -     - -    -    -     -     - - - - - - - -   

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -     -     - -    -    -     -     - - - - - - - -   

そ の 他 の 食 料 ・ 飲 料 販 売 業

安 房 保 健 所

監 視 件 数

監

視

課

の

所

掌

(

左

記

を

除

く

)

露 店 、 仮 設 店 舗 等 に お け る 飲 食 の
提 供 の う ち 、 営 業 と み な さ れ な い も の

海 藻 製 造 ・ 加 工 業
卵 選 別 包 装 業
そ の 他 の 食 料 品 製 造 ・ 加 工 業
行 商
集 団 給 食 施 設

器 具 、 容 器 包 装 の 製 造 ・ 加 工 業
（ 合 成 樹 脂 が 使 用 さ れ た 器 具 又 は
容 器 包 装 の 製 造 、 加 工 に 限 る 。 ）

コーヒー製造・加工業（飲料の製造を除く。）
農 産 保 存 食 料 品 製 造 ・ 加 工 業
調 味 料 製 造 ・ 加 工 業
糖 類 製 造 ・ 加 工 業
精 穀 ・ 製 粉 業
製 茶 業

 
計

監

視

課

の

所

掌

そ の 他

魚介類販売業（包装済みの魚介類のみの販売）
食肉販売業（包装済みの食肉のみの販売）
乳 類 販 売 業
氷 雪 販 売 業
コップ式自動販売機（自動洗浄・屋内設置）

添 加 物 製 造 ・ 加 工 業 （ 法 第 13 条
第 １ 項 の 規 定 に よ り 規 格 が 定 め
ら れ た 添 加 物 の 製 造 を 除 く 。 ）

い わ ゆ る 健 康 食 品 の 製 造 ・ 加 工 業

野 菜 果 物 販 売 業
米 穀 類 販 売 業
通 信 販 売 ・ 訪 問 販 売 に よ る 販 売 業
コ ン ビ ニ エ ン ス ス ト ア
百 貨 店 、 総 合 ス ー パ ー

口

頭

説

諭

自動販売機による販売業（ 5 コップ式自動
販売機（自動洗浄・屋内設置）及び営業許可
の 対 象 と な る 自 動 販 売 機 を 除 く 。 ）

そ

の

他
令 和 6 年 度

弁 当 販 売 業

告

発

営

業

停

止

命

令

改

善

命

令

卸

売

市

場

違

反

件

数

指

導

票

交

付

件

数

処 分 件 数

監

視

課

の

所

掌

健

康

生

活

支

援

課

の

所

掌

大

規

模

小

売

店

舗

特

定

給

食

施

設

物

品

廃

棄

命

令

健

康

生

活

支

援

課

の

所

掌

課 名 食 品 機 動 監 視 課 （ 令 和 6 年 10 月 31 日 現 在 ）
届出を要する食品営業施設・監視等の状況

（単位：件）

合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計

備
　
　
　
　
　
　
考

施 設 数 違

反

件

数

監 視 件 数

卸

売

市

場

大

規

模

小

売

店

舗

特

定

給

食

施

設

監

視

課

の

所

掌

(

左

記

を

除

く

)

 
計

計
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収去試験結果の概要

検

査

検

体

数

検

査

項

目

数

成
分
規
格
違
反

そ

の

他

廃

　
　
棄

再

生

転

用

返

品

回

収

そ

の

他

169    883    -      -      -      -      -      -      -      -      

22     90     - - - - - - - -

無 加 熱 摂 取 冷 凍 食 品 2      4      - - - - - - - -

凍 結 直 前 に 加 熱 さ れ た
加 熱 後 摂 取 冷 凍 食 品

2      4      - - - - - - - -

凍 結 直 前 未 加 熱 の
加 熱 後 摂 取 冷 凍 食 品

4      4      - - - - - - - -

生 食 用 冷 凍 魚 介 類 -      -      - - - - - - - -

-      -      - - - - - - - -

3      33     - - - - - - - -

-      -      - - - - - - - -

-      -      - - - - - - - -

-      -      - - - - - - - -      

7      27     - - - - - - - -

30     148    - - - - - - - -

25     160    -      -      - - -      - -      -

-      -      - - - - - - - -

-      -      - - - - - - - -

-      -      - - - - - - - -

-      -      - - - - - - - -

-      -      - - - - - - - -

74     413    - - - - - - - -

化 学 的 合 成 品 及 び そ の 製 剤 -      -      - - - - - - - -

そ の 他 の 添 加 物 -      -      - - - - - - - -

-      -      - - - - - - - -

-      -      - - - - - - - -

-      -      - - - - - - - -

-      -      - - - - - - - -

課名　食品機動監視課　（令和6年10月31日現在）

保　健　所 安房保健所
処分状況

他

機

関

へ

の

通

知

物品関連
備
 
 
 
 
考

検　査　数 違

反

検

体

数

添

加

物

の

使
用
基
準
違
反

令 和 6 年 度 -

魚 介 類 -

冷
凍
食
品

-

-

-

-

魚 介 類 加 工 品
（ か ん 詰 ・ び ん 詰 を 除 く ）

-

肉 ・ 卵 類 及 び そ の 加 工 品
（ か ん 詰 ・ び ん 詰 を 除 く ）

-

乳 製 品 -

乳 類 加 工 品 （ ア イ ス ク リ ー ム 類 を
除 き マ ー ガ リ ン を 含 む ）

-

ア イ ス ク リ ー ム 類 ・ 氷 菓 -

穀 類 及 び そ の 加 工 品
（ か ん 詰 ・ び ん 詰 を 除 く ）

-

野 菜 類 ・ 果 物 及 び そ の 加 工 品
（ か ん 詰 ・ び ん 詰 を 除 く ）

-

菓 子 類

清 涼 飲 料 水 -

缶 詰 ・ び ん 詰 食 品 -

そ の 他 の 食 品

-

添
加
物

-

-

-

酒 精 飲 料 -

氷 雪 -

水 -

乳 -

器 具 及 び 容 器 包 装 -

お も ち ゃ -

そ の 他 -

区 分

収去品目
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